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 確定申告の内容の再チェックを！ 
修正申告をして正しい税額に修正 
 

 確定申告を済ませてほっとしている方も多い

と思われるが、申告内容を再チェックすること

も必要だ。税額を少なく申告していたときは、

申告期限内であれば、申告書を再提出すればい

いのだが、期限後は、「修正申告」をして正し

い税額に修正する必要がある。 

 修正申告によって新たに納付する税額には、

法定納期限（所得税は３月 15 日、個人事業者の

消費税等は３月 31 日）の翌日から完納する日ま

での期間について延滞税がかかるので、併せて

納付する。延滞税の割合は、法定納期限の翌日

から２ヵ月を経過する日までの期間は、年 4.3％

（2009 年分）、納期限の翌日から２ヵ月を経過

した日以降の期間は年 14.6％となる。 

 過少申告加算税は、申告期限後でも納税者が

自主的に修正申告すればかからないが、税務調

査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う

場合は、増加税額の 10％相当額の加算税がかか

り、増加税額が期限内申告税額または 50 万円の

いずれか多い金額を超えるときは、その超える

部分については 15％相当額となる。 

 なお、税額を多く申告していたときは「更正

の請求」によって、納めすぎた税金を還付して

もらうことになる。税金過払いの場合は、原則

として法定申告期限から１年以内であれば、更

正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもら

うことができる。更正の請求ができる期間は、

2009年分の所得税については来年の３月15日ま

で、個人事業者の消費税については来年の３月

31 日までとなる。 

 
 

 

新市場 45 兆円へ経産・厚労省連携 
新成長戦略医療ツーリズムを柱に 
 

 医療・介護、観光で新規雇用約 280 万人、新規

市場約 45 兆円創出を目標とする政府の新成長戦

略を受けて、経産・厚労省は６月をメドに内需拡

大を積極的に推し進める工程表をまとめる。 

 企業経営者が注目するのは医療と観光をセッ

トにした「医療（メディカル）ツーリズム」であ

る。日本の医療技術を外国旅行者に受診してもら

う構想で、両省は健康・観光産業と創薬・医療機

器・医療技術が一体となって開発を進めることが

重要として同一目的で動き出した。 

 この分野は、裾野産業で奥行きがあるのも企業

家には魅力。旅行者は複数人で来日するのが通常

のため、まず交通・ホテル・飲食業など地元への

環流が始まり、受け入れ策に居住系サービス増も

見込め、雇用創出も期待できる。 

 経産省は社会課題解決サービス、感性・文化

産業など５分野を挙げた。社会課題解決サービ

スは、医療や医薬品、医療機器等の医療・健康

関連分野。感性・文化産業には医療ツーリズム

やバリアフリー住宅の供給促進を盛り込んだ。

 観光庁は、医療ツーリズムを目的とした外国

人旅行者を増やすための戦略などに着手した。

初回は先駆的な実証事業として実際に中国やイ

ンド、韓国から計６人が訪れて内視鏡検査など

を受診し、その検証が行われた。「社会保障は

新たな産業」「医療を外貨の稼げる輸出産業に」

と直嶋経産相が述べるように、すでに「医療ビ

ザの発行」も起案されるなどイケイケムードと

なっている。 
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